
船舶事故調査報告書 

令和８年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年６月２９日 ２３時４５分頃 

発生場所 山口県萩
はぎ

市羽
は

島北西方沖 

虎ヶ埼灯台から真方位２９０°１.２海里付近 

（概位 北緯３４°２８.０′ 東経１３１°２２.５′） 

事故の概要 プレジャーボートSEA
シ ー

 GULL
ガ ル

は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年７月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SEA GULL、５トン未満（長さ１０.０７ｍ） 

２７１－２２８１４山口、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に破口及び擦過傷、プロペラ翼及び舵に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 低潮時 

月没時刻：２２時３１分頃（月齢３.７） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人４人を乗せ、萩市尾
お

島北方沖

での釣りを終え、萩市萩港へ帰航を開始した。 

船長は、操舵室上方のフライングブリッジの椅子に腰を掛け、ＧＰ

Ｓプロッターを作動させ、手動操舵で操船した。 

船長は、尾島西方沖で本船を南進させようとしたところ、前路で操

業中のいか
．．

釣り漁船を多数認めたので、いか
．．

釣り漁船群の東方を通

り、羽島西方沖を航行して帰航しようと思い、本船を約１５ノットの

対地速力で南東進させた。 

船長は、操業中のいか
．．

釣り漁船群を右舷側に見て通過した。船長

は、月が出ていなかったため羽島の島影を確認できなかったことや萩

港の菊ヶ浜付近の街灯
あか

りが見えなくなったことから、羽島付近から萩

港までは過去のＧＰＳの航跡を辿
たど

ろうと考えた。このため、ＧＰＳプ

ロッターの操作を行っていたところ、本船は、羽島北西方の浅所（以

下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長は、機関を後進として本船を離礁させ、舵が思い通りに操作で

きなかったので、バウスラスターを舵の代わりに使用しながら帰航し

ようとしていたところ、船底からの浸水を認め、自力航行不能と判断

して錨泊した。その後、１１８番通報して海上保安庁に救助要請し

た。 

（図１ 参照） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

本船は、来援した巡視艇に横抱きされて萩港に戻った。 

 本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.３ｍであった。 

分析 船長は、本船が帰航中、ＧＰＳプロッターを作動させていたもの

の、これまでも通航したことのある海域であったことから、目視によ

る操船に頼っていたものと考えられる。 

船長は、本船が南東進中、目視での航行に不安を感じたことから、

ＧＰＳプロッターで進路を確認しようとしたが、本件浅所に向かって

いることに気付く間もなく、本船は本件浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

本事故当日は、月明かりのない暗夜であったことから、船長は進路

上にあった羽島の島影を十分に視認できなかった可能性が考えられ

る。また、漁船群の避航によってふだんよりも進路が東側にずれてい

たことから、羽島によって、目標針路にしていた萩港の菊ヶ浜付近の

街灯りが遮られた可能性が考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が南東進中、船長が、目視のみで操船し、Ｇ

ＰＳプロッターで船位の確認を行わなかったため、本船が羽島に向

かっていることに気付かず、本船が本件浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

事故発生場所 

（令和７年６月２９日 

２３時４５分頃発生） 

羽島 

尾島 

萩港 

虎ヶ埼灯台 

救助場所 

菊ヶ浜 

船長の予定針路 

多数の操業中の

いか
．．

釣り漁船 



られる。 

・小型船舶の船長は、目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッター等の航

海計器で船位を確認しながら操船すること。 

 


